
規 則

�愛媛県規則第１号
通訳案内士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

通訳案内士法施行細則の一部を改正する規則

通訳案内士法施行細則（平成１２年愛媛県規則第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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告 示

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

第３条 省令第２１条の規定による業務の廃止等の届出は、全国通訳

案内士業務廃止等届出書 （様式第１号）によらなければならな

い。

（全国通訳案内士登録簿の閲覧）

第４条 法第２７条の規定により全国通訳案内士登録簿（以下「登録

簿」という。）を閲覧に供するため、愛媛県経済労働部観光交流

局国際交流課に全国通訳案内士登録簿閲覧所（以下「閲覧所」と

いう。）を置く。

２・３ 省略

４ 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある全国

通訳案内士登録簿閲覧申込書（様式第２号）に必要な事項を記入

し、知事の承認を受けなければならない。

５～７ 省略

様式第１号（第３条関係） 全国通訳案内士業務廃止等届出書

第３条 省令第２１条第１項に規定する登録抹消事由届出書は、通訳

案内士登録抹消事由届出書（様式第１号）によらなければならな

い。

２ 省令第２１条第３項の規定に該当する者にあっては、前項の届出

書に住民票の抄本を添付しなければならない。

（通訳案内士登録簿の閲覧）

第４条 法第２７条の規定により通訳案内士登録簿 （以下「登録

簿」という。）を閲覧に供するため、愛媛県経済労働部観光交流

局国際交流課に通訳案内士登録簿閲覧所 （以下「閲覧所」と

いう。）を置く。

２・３ 省略

４ 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある通訳

案内士登録簿閲覧申込書 （様式第２号）に必要な事項を記入

し、知事の承認を受けなければならない。

５～７ 省略

様式第１号（第３条関係） 通訳案内士登録抹消事由届出書

全国通訳案内士業務廃止等届出書

省略

通訳案内士登録抹消事由届出書

省略

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 全国通訳案内士の氏名及び住所（戸

籍法（昭和２２年法律第２２４号）に規定す

る届出義務者又は法定代理人が届出を

行う場合に限る。）

３ 通訳案内士 の氏名及び住所（そ

の相続人

が届出を

行う場合に限る。）

４ 届出の事由 ４ 抹消の事由

５ 事由の生じた日 ５ 抹消の期日

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 全国通訳案内士登録証

� 通訳案内士法施行規則（昭和２４年運輸省令第２７号）第

２１条第２号又は第３号

に該当することとなった旨の届出をしよう

とする場合にあっては、その旨を証する書面

様式第２号（第４条関係） 全国通訳案内士登録簿閲覧申込書

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 通訳案内士登録証

� 通訳案内士法（昭和２４年法律第２１０号）第２５条第１項

第２号 又は第３号（同法第４条第１号に該当する場

合に限る。）に該当することとなった旨の届出をしよう

とする場合にあっては、その旨を証する書面

� 通訳案内士法施行規則（昭和２４年運輸省令第２７号）第

２１条第３項の規定に該当する者にあっては、住民票の抄

本

様式第２号（第４条関係） 通訳案内士登録簿閲覧申込書

全国通訳案内士登録簿閲覧申込書

省略

通訳案内士登録簿閲覧申込書

省略

全国通訳案内士の氏名（全国通訳案内士登録簿の全てを閲

覧しようとする場合にあっては、その旨）

通訳案内士 の氏名（すべての通訳案内士登録簿の閲覧

をしようとする場合にあっては、その旨）

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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から４月間縦覧に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

今治くすのきガーデン 今治市旭町三丁目２
番４ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の名称

株式会社ファースト
リテイリング
株式会社レデイ薬局

株式会社ユニクロ
株式会社レデイ薬局

平成１７年
１１月１日

平成２９年
１２月２０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

くすりのレデイ馬越店・
ブックマーケット今治中
央店

今治市馬越町四丁目
甲３８番１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社レデイ薬局
松山市南江戸四丁目
３番３７号
代表取締役
三橋 信也
株式会社エーツー
静岡県静岡市駿河区
丸子新田３１７－１
代表取締役
杉山 綱重

株式会社レデイ薬局
松山市南江戸四丁目
３番３７号
代表取締役
三橋 信也
株式会社ウィルウェ
イ
大阪府吹田市山田北
１４番１号
代表取締役
神野 哲

平成２２年
９月１日

平成２９年
１２月２０日

株式会社レデイ薬局
松山市南江戸四丁目
３番３７号
代表取締役
三橋 信也
株式会社ウィルウェ
イ
大阪府吹田市山田北
１４番１号
代表取締役
神野 哲

株式会社レデイ薬局
松山市南江戸四丁目
３番３７号
代表取締役
三橋 信也
株式会社上治興産
大阪府大阪市西淀川
区野里二丁目８番１２
号
代表取締役
村上 智史

平成２９年
１０月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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�愛媛県告示第４号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室並びに西予市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

スーパードラッグコスモ
ス宇和店

西予市宇和町上松葉
１７９番１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ＪＡ三井リース株式
会社
代表取締役
�橋 則広

ＪＡ三井リース株式
会社
代表取締役
古谷 周三

平成２９年
６月２９日

平成２９年
１２月２０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに西予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

� 永 正 和 愛媛県松山市八反地
甲１４０番地

愛媛県松山市八反地
甲１１１番１ほか６筆 ４，５０１

� 永 茂 行 愛媛県松山市八反地
甲３１８番地

愛媛県松山市八反地
甲１４５９番１ほか５筆 ５，３００

立 町 仁 志 愛媛県松山市八反地
甲６８番地

愛媛県松山市八反地
甲１５４１番１ほか６筆 ５，５２０

渡 部 勝 三 愛媛県松山市八反地
甲１２６番地

愛媛県松山市八反地
甲２８０番１ほか３筆 ３，７７５

門 田 守 正 愛媛県松山市八反地
甲１３３番地１

愛媛県松山市八反地
甲１００番１ほか９筆 ７，２１０

農事組合法人
八反地営農組合

愛媛県松山市八反地
甲２２８番地１

愛媛県松山市八反地
甲１２８番ほか６筆 ４，５６５

小 林 元 翁 愛媛県松山市由良町
１０８０番地

愛媛県松山市泊町１４
４６番２ほか１４筆 ７，８０６

石 本 幹 郎 愛媛県松山市泊町１４
６４番地

愛媛県松山市泊町１３
９０番１ほか１０筆 ８，４４６

石 本 勝 � 愛媛県松山市泊町１４
６０番地の内第１

愛媛県松山市泊町１４
３６番１４ほか２１筆 １６，７２７

池 本 盛 重 愛媛県松山市由良町
７４４番地２

愛媛県松山市泊町１３
９５番ほか３０筆 ２５，８６８

池 本 雄 � 愛媛県松山市泊町１４
５７番地

愛媛県松山市泊町甲
４６２番１０４ほか９筆 ８，３２６

池 本 修 平
愛媛県松山市高山町
９番６号ｅｔｒａｎ
ｇｅＣ

愛媛県松山市由良町
７０３番１ほか４筆 ８９８

山 内 青 史 愛媛県松山市山西町
８１５番地２

愛媛県松山市泊町１３
８４番１ほか１６筆 ８，７２５

石 本 憲 三 愛媛県松山市泊町１４
６０番地の内第１

愛媛県松山市泊町１３
８７番ほか７１筆 ５３，２７８．４２

小 林 徹 雄 愛媛県松山市由良町
１０８０番地

愛媛県松山市由良町
１０８４番ほか１４筆 １６，０８６．１２

小 池 勝 愛媛県松山市祓川一
丁目１５番１０号

愛媛県松山市泊町１３
８６番１ほか１０筆 ８，４７６

小 池 保 愛媛県松山市泊町１４
６３番地

愛媛県松山市泊町１３
８８番１ほか１６筆 ８，７２６

池 本 � 志 愛媛県松山市由良町
３５番地３

愛媛県松山市門田町
丙１３０番２ほか７筆 １９，１１７

山 内 由 隆 愛媛県松山市由良町
９２２番地

愛媛県松山市由良町
乙１３２番２ほか２筆 ５，９９３

上 田 博 市 愛媛県松山市門田町
７２３番地

愛媛県松山市門田町
丙２３３番７ほか６筆 ５，５１４

橋 本 孝 一 愛媛県松山市三杉町
４番２３号

愛媛県松山市門田町
３７８番ほか４筆 ４，０４７

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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２ 申請年月日

平成２９年１２月２０日

�������
�愛媛県告示第５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

平成２９年１２月２６日、肱川地域森林計画を立てた。

肱川地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は、南予

地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課において公衆の縦覧に供す

る。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２９年１２月２６日、東予地域森林計画を変更した。

東予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

東予地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２９年１２月２６日、今治松山地域森林計画を変更した。

今治松山地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、東予地方局産業経済部今治支局森林林業課及び中予地方局産

業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２９年１２月２６日、中予山岳地域森林計画を変更した。

中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、中予地方局産業経済部�万高原森林林業課において公衆の縦
覧に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２９年１２月２６日、南予地域森林計画を変更した。

南予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町相の峰７３５の２
２ 保安林として指定された目的

かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� 免許番号 宇区第１８５号

� 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

イ 漁場の位置 西予市明浜町狩浜地先

ウ 漁場の区域

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線

から１０メ－トルの線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 西予市明浜町狩浜仏崎東角標識

Ｂ 西予市明浜町狩浜間口南西角標識

点 ア Ａから２００度（宇和島市吉田町大良鼻）見通し

２００メートルの点

イ Ｂから１９７度見通し（宇和島市吉田町奥浦間口）

見通し２００メートルの点

� 地元地区 西予市明浜町

福 田 公 一 愛媛県松山市由良町
５６番地１２

愛媛県松山市門田町
丙１６０番４ほか１４筆 １４，９４０

濱 田 忠 弘 愛媛県松山市衣山五
丁目１５６７番地１７

愛媛県松山市由良町
４７６番３ほか２０筆 １６，４８１

福 田 慎 一 愛媛県松山市会津町
３番１１号

愛媛県松山市門田町
７７８番ほか１筆 １，９６３

今 岡 多惠子 愛媛県松山市門田町
４９８番地３

愛媛県松山市由良町
７４９番 ５７５

石 田 六一郎 愛媛県松山市由良町
１５５番地

愛媛県松山市由良町
１００番３ほか２７筆 １２，３７８．７４

小 池 孝 明 愛媛県松山市泊町１４
６０番地

愛媛県松山市泊町１３
８９番２ほか１７筆 １９，３０１

山 内 明 愛媛県松山市由良町
１６６番地１

愛媛県松山市門田町
丙２０１番ほか１０筆 １３，７６８

小 池 肇 愛媛県松山市泊町１４
５５番地

愛媛県松山市泊町１４
４２番ほか４筆 ３，９９９

濱 田 長 昌 愛媛県松山市東垣生
町３８番地２

愛媛県松山市由良町
４９３番１ほか６筆 ６，８５２

向 井 裕 二 愛媛県松山市由良町
１６６番地３

愛媛県松山市門田町
５７８番ほか２４筆 １８，６３１

山 岡 篤 愛媛県松山市泊町１４
５４番地

愛媛県松山市泊町１３
８６番２ほか３１筆 ２８，６５８．３７

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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� 制限又は条件

ア 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

イ 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示に従

わなければならない。

２ 免許予定日

平成３０年４月１日

３ 申請期間

平成３０年１月９日から２月２８日まで

４ 存続期間

平成３０年４月１日から平成３６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� 免許番号 宇区第１８６号

� 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

イ 漁場の位置 西予市明浜町俵津地先

ウ 漁場の区域

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線

から１０メートルの線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 西予市明浜町俵津根崎鼻東角標識

Ｂ 西予市明浜町俵津酒井新田中央溝西端角標識

点 ア Ａから１０８度（西予市明浜町俵津小網代狸穴）

見通し１００メートルの点

イ Ｂから１０９度（西予市明浜町俵津城ヶ鼻防波堤

北側付根）見通し３９０メートルの点

� 地元地区 西予市明浜町

� 制限又は条件

ア 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

イ 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示に従

わなければならない。

２ 免許予定日

平成３０年４月１日

３ 申請期間

平成３０年１月９日から２月２８日まで

４ 存続期間

平成３０年４月１日から平成３６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� 免許番号 宇区第１８７号

� 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

イ 漁場の位置 西予市明浜町俵津地先

ウ 漁場の区域

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線

から２０メートルの線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 西予市明浜町俵津２の８９１の１南角標識

Ｂ 西予市明浜町俵津城ヶ鼻防波堤北側付根

点 ア Ａから２５２度（西予市明浜町俵津９の１６２の１０の

南東角）見通し１００メートルの点

イ Ｂから２５５度（西予市明浜町俵津楠ヶ浦県道堀

切）見通し１５０メートルの点

� 地元地区 西予市明浜町

� 制限又は条件

ア 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

イ 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示に従

わなければならない。

２ 免許予定日

平成３０年４月１日

３ 申請期間

平成３０年１月９日から２月２８日まで

４ 存続期間

平成３０年４月１日から平成３６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� 免許番号 宇区第１８８号

� 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

イ 漁場の位置 西予市明浜町俵津地先

ウ 漁場の区域

ＡＢ、ＢＣ、Ｃア、アイ、イウ及びウＤの６直線とＡＤ間

の最大低潮時海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた

区域

基点 Ａ 西予市明浜町俵津ニベ網代南端標識

Ｂ 西予市明浜町俵津大小島南西部標識

Ｃ 西予市明浜町俵津小大崎鼻から３０６度見通し４０

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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メートルの標識（長持岩）

Ｄ 西予市明浜町俵津城ヶ鼻防波堤北側付根

点 ア Ｃから２０１度（宇和島市吉田町小松鼻）見通し

６００メートルの点

イ Ｃから２３０度８８０メートルの点

ウ Ｄから２５５度（西予市明浜町俵津楠ヶ浦県道掘

切）見通し１５０メートルの点

� 地元地区 西予市明浜町

� 制限又は条件

ア 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

イ 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示に従

わなければならない。

２ 免許予定日

平成３０年４月１日

３ 申請期間

平成３０年１月９日から２月２８日まで

４ 存続期間

平成３０年４月１日から平成３６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� 免許番号 宇区第１８９号

� 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

イ 漁場の位置 西予市明浜町狩浜水越島地先

ウ 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域

基点 Ａ 西予市明浜町狩浜水越島中央

点 ア Ａから３３４度見通し線１１０メートルの点

イ Ａから２８４度見通し線４８５メートルの点

ウ Ａから２５９度見通し線４８５メートルの点

エ Ａから２０６度見通し線１１０メートルの点

� 地元地区 西予市明浜町

� 制限又は条件

ア 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

イ 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示に従

わなければならない。

２ 免許予定日

平成３０年４月１日

３ 申請期間

平成３０年１月９日から２月２８日まで

４ 存続期間

平成３０年４月１日から平成３６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

垣生第
三川
２０５－
１００７

新居浜
市垣生
３丁目
（次の
図のと
おり）

土石流

大谷川
２０５－

新居浜
市大生

土石流

１０９０ 院
（次の
図のと
おり）

桜川
２０５－
１０９４－
２

新居浜
市大生
院
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

東予地方局建設部及び新居浜市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１８号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成３０年１月９日

�愛媛県告示第１６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき、平成３０年１月１日次のように区画漁業を免許した。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

燧特区第１０４号 今治市大三島町浦戸１５０７番地１
大三島漁業協同組合

平成２９年８月２２日付け愛媛県
告示第９５３号のとおり

平成３０年１月１日から
平成３１年３月３１日まで

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号

７



愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

荷内Ｂ
２０５－
�－７１
�

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

荷内Ｂ
２０５－
�－７１
�

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

荷内Ｃ
２０５－
�－７２
�

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

荷内Ｃ
２０５－
�－７２
�

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

阿島Ａ
２０５－
�－７６
�

新居浜
市阿島
３丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

阿島Ａ
２０５－
�－７６
�

新居浜
市阿島
３丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

唐津山
２０５－
�－８０
�

新居浜
市多喜
浜４丁
目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

唐津山
２０５－
�－８０
�

新居浜
市多喜
浜４丁
目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

楠崎Ａ
２０５－
�－８１
�

新居浜
市楠崎
２丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

楠崎Ａ
２０５－
�－８１
�

新居浜
市楠崎
２丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

楠崎Ｃ
２０５－
�－８３
�

新居浜
市楠崎
２丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

楠崎Ｃ
２０５－
�－８３
�

新居浜
市楠崎
２丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

船木Ａ
２０５－
�－９６
�

新居浜
市船木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

船木Ａ
２０５－
�－９６
�

新居浜
市船木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

坂の本
Ａ
２０５－
�－１０
０�

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

坂の本
Ａ
２０５－
�－１０
０�

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

坂の本
Ｂ
２０５－
�－１０
１�

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

坂の本
Ｂ
２０５－
�－１０
１�

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

坂の本
Ｃ
２０５－
�－１０
２�

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

坂の本
Ｃ
２０５－
�－１０
２�

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

治良丸
２０５－
�－１１
０�

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

治良丸
２０５－
�－１１
０�

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高山Ｂ
２０５－
�－１１
６�

新居浜
市大生
院
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高山Ｂ
２０５－
�－１１
６�

新居浜
市大生
院
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高山Ｃ
２０５－
�－１１
７�

新居浜
市大生
院
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高山Ｃ
２０５－
�－１１
７�

新居浜
市大生
院
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沢Ｂ
２０５－
�－１２
０�

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沢Ｂ
２０５－
�－１２
０�

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

星越Ｂ
２０５－
�－１２
５�

新居浜
市星越
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

星越Ｂ
２０５－
�－１２
５�

新居浜
市星越
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

星越Ｅ
２０５－
�－１２
８�

新居浜
市星越
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

星越Ｅ
２０５－
�－１２
８�

新居浜
市星越
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

磯浦Ｂ
２０５－
�－１３
１�

新居浜
市磯浦
町・新
居浜乙
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

磯浦Ｂ
２０５－
�－１３
１�

新居浜
市磯浦
町・新
居浜乙
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

荷内
２０５－
�－５
�

新居浜
市阿島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

荷内
２０５－
�－５
�

新居浜
市阿島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

船木Ａ
２０５－
�－８
�

新居浜
市船木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

船木Ａ
２０５－
�－８
�

新居浜
市船木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

船木Ｃ
２０５－
�－１０
�

新居浜
市船木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

船木Ｃ
２０５－
�－１０
�

新居浜
市船木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

観音原
２０５－
�－１１
�

新居浜
市観音
原町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

観音原
２０５－
�－１１
�

新居浜
市観音
原町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沢
２０５－
�－１２
�

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沢
２０５－
�－１２
�

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

成
３０３－
�－５７
�

新居浜
市別子
山成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

成
３０３－
�－５７
�

新居浜
市別子
山成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

肉淵Ａ
３０３－
�－６０
�

新居浜
市別子
山肉淵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

肉淵Ａ
３０３－
�－６０
�

新居浜
市別子
山肉淵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

床鍋Ａ
３０３－
�－６２
�

新居浜
市別子
山床鍋
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

床鍋Ａ
３０３－
�－６２
�

新居浜
市別子
山床鍋
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

荷内第
九川
２０５－
１０１２

新居浜
市阿島
２丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 荷内第
九川
２０５－
１０１２

新居浜
市阿島
２丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

向川谷
川
２０５－
１０１５

新居浜
市阿島
３丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 向川谷
川
２０５－
１０１５

新居浜
市阿島
３丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西長谷
川
２０５－
１０２２

新居浜
市阿島
４丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 西長谷
川
２０５－
１０２２

新居浜
市阿島
４丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

東予地方局建設部及び新居浜市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

本村Ａ
４８４－
�－２７
６８�

北宇和
郡松野
町奥野
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

本村Ａ
４８４－
�－２７
６８�

北宇和
郡松野
町奥野
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び松野町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び大洲市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

大洲都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

大洲都市計画区域 全域

�������
�愛媛県告示第２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び宇和島市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧

に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

宇和島都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

宇和島都市計画区域 全域

�������
�愛媛県告示第２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び鬼北町役場において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

広見都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

広見都市計画区域 全域

�������
�愛媛県告示第２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び愛南町役場において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

中ノ名
第二川
２０５－
１０２３

新居浜
市阿島
４丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 中ノ名
第二川
２０５－
１０２３

新居浜
市阿島
４丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東浜第
三川
２０５－
１０２７

新居浜
市多喜
浜５丁
目
（次の
図のと
おり）

土石流 東浜第
三川
２０５－
１０２７

新居浜
市多喜
浜５丁
目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

又野谷
川
２０５－
１０３５

新居浜
市又野
３丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 又野谷
川
２０５－
１０３５

新居浜
市又野
３丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

落神川
東川
２０５－
１０３６

新居浜
市落神
町
（次の
図のと
おり）

土石流 落神川
東川
２０５－
１０３６

新居浜
市落神
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

平尾谷
川
２０５－
１０４３

新居浜
市観音
原町
（次の
図のと
おり）

土石流 平尾谷
川
２０５－
１０４３

新居浜
市観音
原町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

深谷東
川
２０５－
１０６１

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

土石流 深谷東
川
２０５－
１０６１

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東星越
谷川西
川
２０５－
１０７８

新居浜
市星越
町
（次の
図のと
おり）

土石流 東星越
谷川西
川
２０５－
１０７８

新居浜
市星越
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

星越谷
川
２０５－
１０７９

新居浜
市星越
町
（次の
図のと
おり）

土石流 星越谷
川
２０５－
１０７９

新居浜
市星越
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

桜川
２０５－
１０９４－
１

新居浜
市大生
院
（次の
図のと
おり）

土石流 桜川
２０５－
１０９４－
１

新居浜
市大生
院
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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愛南都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

愛南都市計画区域 全域

�������
�愛媛県告示第２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西条市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

西条都市計画臨港地区 東予臨港地区

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分

今在家、ひうちの各一部

� 削除する部分

喜多川の一部

�������
�愛媛県告示第２７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１０号

代表取締役社長 秦 宏樹

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１０号

３ 特定施設に関する事項

� ５１（炭酸水酸化ニッケル）フィルタープレス

�愛媛県告示第２５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成３０年１月９日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第２６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成３０年１月９日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

愛媛在宅ケア有限会社 あいおいの里 愛媛県新居浜市船木４０４７番地の４ 平成２９年１１月３０日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人 滴水会 介護予防センターよしの 愛媛県今治市北宝来町三丁目２－１０ 平成２９年１１月３０日 介護予防通所介護

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２７号イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり９００キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約４ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．０未満

最大 １．０未満

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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� ５２（酸化ニッケル）除害塔

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 汚水処理施設Ⅳ

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

１号排水口

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号ヌ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４２キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約４ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．０

最大 １０．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．５未満

最大 ０．５未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８

最大 １．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０未満

最大 ３．０未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ２

備考 汚水等は、汚水処理施設Ⅳで処理される。

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０未満

最大 １．０未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７

最大 ４４

備考 汚水等は、汚水処理施設Ⅳで処理される。

処 理 施 設 の 型 式 還元、中和及びイオン交換

処 理 施 設 の 構 造 鋼材製及び塩化ビニール製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２２．４メートル 横１２メートル
高さ ８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５，１８４立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 還元、中和及びイオン交換

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目

処 理 前 処理後

イオン
交換系

還 元
中和系

処理前
計

還 元
中和系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
４．０～１２．０
最大

３．０～１３．０

通常
４．０～１２．０
最大

３．０～１３．０

通常
４．０～１２．０
最大

３．０～１３．０

通常
６．０～８．０
最大

５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
６．９
最大
１０．３

通常
２．７
最大
３．７

通常
６．６
最大
９．８

通常
４．４
最大
６．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５
最大
１０

通常
５
最大
１０

通常
５
最大
１０

通常
５
最大
１０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．７
最大
２．４

通常
３．４
最大
４．２

通常
１．８
最大
２．５

通常
５．８
最大
９．５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０１
最大
０．０２

通常
０．３８
最大
０．４２

通常
０．０４
最大
０．０５

通常
０．１４
最大
０．１８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
２，７９３
最大
２，９５９

通常
２１３
最大
２４６

通常
３，００６
最大
３，２０５

通常
５１４
最大
５５７

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．５

最大 ８．１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．８

最大 ９．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．９

最大 ８．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２５

最大 ０．５６

設 置 年 月 日 平成１７年５月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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�愛媛県告示第２８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造等

の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日から３

週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１０号

代表取締役社長 秦 宏樹

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１０号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第６６号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の使用の方法、処理施設の汚水等の処理の方法、事業場からの排出水の汚染状態及び量並びに用水及び排水の系統

５ 特定施設に関する事項

２４ ニッケル合金めっき装置１２号

６ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水処理施設Ⅳ

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

銅被膜ＰＥＴフィルム７，２００メートル、硫酸ニッケル六水和
物９４キログラム、硫酸亜鉛七水和物１４キログラム、硫酸銅五
水和物７キログラム、硫酸コバルト七水和物３．５キログラム、
タングステン酸アンモニウム３．５キログラム、硫酸マンガン
五水和物３．５キログラム、２５％アンモニア水１．０リットル、水
酸化ナトリウム５キログラム、スルファミン酸１６０キログラ
ム

銅被膜ＰＥＴフィルム７，２００メートル、硫酸ニッケル六水和
物９４キログラム、硫酸亜鉛七水和物１４キログラム、硫酸銅五
水和物７キログラム、硫酸マンガン五水和物３．５キログラム、
水酸化ナトリウム５キログラム、スルファミン酸１６０キログ
ラム

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７８２

最大 ８８０

備考 この他に、雨水排水口が３箇所ある。

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目

処 理 前 処理後 処 理 前 処理後

イオン交換系 還元中和系 処 理 前 計 還元中和系 イオン交換系 還元中和系 処 理 前 計 還元中和系

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．０

最大 １０．５

通常 ３．６

最大 ４．９

通常 ６．８

最大 １０．１

通常 ４．９

最大 ７．４

通常 ６．９

最大 １０．３

通常 ２．７

最大 ３．７

通常 ６．６

最大 ９．８

通常 ４．４

最大 ６．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．７

最大 ２．４

通常 ４．１

最大 ５．４

通常 １．８

最大 ２．５

通常 ６．１

最大 ８．３

通常 １．７

最大 ２．４

通常 ３．４

最大 ４．２

通常 １．８

最大 ２．５

通常 ５．８

最大 ９．５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

通常 ０．４９

最大 ０．５４

通常 ０．０４

最大 ０．０５

通常 ０．１５

最大 ０．２１

通常 ０．０１

最大 ０．０２

通常 ０．３８

最大 ０．４２

通常 ０．０４

最大 ０．０５

通常 ０．１４

最大 ０．１８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，７５１

最大 ２，９１０

通常 １６６

最大 １８９

通常 ２，９１７

最大 ３，０９９

通常 ４６２

最大 ４９５

通常 ２，７９３

最大 ２，９５９

通常 ２１３

最大 ２４６

通常 ３，００６

最大 ３，２０５

通常 ５１４

最大 ５５７

備考 放流槽にて水質を確認後、１号排水口から公共用水域へ排出する。

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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�愛媛県告示第２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市大生院土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成３０年１月９日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（農作業道・�保地区）の施行を平成２９年１２月２１日認可した。
平成３０年１月９日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

１号排水口

�愛媛県告示第３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１月９日

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．８

最大 ８．６

通常 ４．５

最大 ８．１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．８

最大 ９．４

通常 ４．８

最大 ９．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．２

最大 ９．４

通常 ５．９

最大 ８．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２７

最大 ０．６０

通常 ０．２５

最大 ０．５６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７３０

最大 ８１８

通常 ７８２

最大 ８８０

備考 この他に、雨水排水口が３箇所ある。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 辺 文 隆 新居浜市大生院１０１１

〃 伊 藤 愼 吾 新居浜市大生院４８７－３

〃 小 野 文 夫 新居浜市大生院１８２４－３

〃 小 野 貴 士 新居浜市大生院１８５１－１

〃 小 野 政 親 新居浜市大生院１１１８

〃 渡 辺 繁 教 新居浜市大生院１１４８

〃 松 木 唯 数 新居浜市大生院１２５４－２

〃 高 橋 秀 人 新居浜市大生院４２３

〃 野 口 憲 一 新居浜市大生院１４４８－１

〃 秦 昭 一 新居浜市大生院７８６

〃 泰 満 睦 新居浜市大生院７５６－６

監 事 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 渡 辺 均 新居浜市大生院１４５０－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 辺 文 隆 新居浜市大生院１０１１

〃 野 口 武 夫 新居浜市大生院１４９６－２

〃 小 野 文 夫 新居浜市大生院１８２４－３

〃 小 野 貴 士 新居浜市大生院１８５１－１

〃 小 野 政 親 新居浜市大生院１１１８

〃 渡 辺 繁 教 新居浜市大生院１１４８

〃 松 木 唯 数 新居浜市大生院１２５４－２

〃 高 橋 秀 人 新居浜市大生院４２３

〃 伊 藤 一 俊 新居浜市大生院４７９

〃 秦 昭 一 新居浜市大生院７８６

〃 泰 満 睦 新居浜市大生院７５６－６

監 事 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 野 口 憲 一 新居浜市大生院１４４８－１

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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訓 令

�������
�愛媛県告示第３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

石手川北部土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成３０年１月９日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

退 任

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年１月９日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第３５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年１月９日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県訓令第１号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鈍川伊予大井停車場線
今治市大西町山之内甲２４９番４から

同町山之内甲２９４番２まで

旧 ９．７～３０．６ ０．１９７

新 ９．７～３１．５ ０．１９７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鈍川伊予大井停車場線
今治市大西町山之内甲２４９番４から

同町山之内甲２９４番２まで
平成３０年１月９日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 川 孝 一 松山市下伊台町８０１

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２９中局建（開）第３３号

平成２９年１２月２５日

伊予郡松前町大字南黒田字一ノ宮４１５番１、４１７番３、４１７番５、４１５番１地

先水路・道路

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

第一福岡ビルＳ館４階

株式会社 コスモス薬品

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２９中局建（開）第３４号

平成２９年１２月２６日
伊予郡松前町大字徳丸字野添１０１７番１

伊予郡砥部町高尾田３２３番地
県営住宅砥部団地５棟５０７４号
城 戸 航 志
城 戸 貴 子

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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監 査 公 表

�公表第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成３０年１月９日

愛媛県監査委員 山之内 芳 夫

同 岡 田 清 隆

同 大 西 渡

同 三 宅 浩 正

平成３０年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

国

際

交

流

課

１～３ 省略 国

際

交

流

課

１～３ 省略

４ 外国人観光旅客の

旅行の容易化等の促

進による国際観光の

振興に関する法律の

施行に関する事務

１ 省略 ４ 外国人観光旅客の

旅行の容易化等の促

進による国際観光の

振興に関する法律の

施行に関する事務

１ 省略

２ 事業者に対す

る助言、指導等

（ 第１２条 第 １

項）

○ ２ 事業者に対す

る助言、指導等

（ 第２６条 第 １

項）

○

５ 通訳案内士法の施

行に関する事務

１ 登 録 （ 第１８

条、第２２条）

○ ５ 通訳案内士法の施

行に関する事務

１ 登録の実施及

び拒否（第２０条

か ら 第２２条 ま

で）

○

２・３ 省略 ２・３ 省略

４ 登録の取消し

等及び消除（第

２５条、第２６条）

○ ４ 登録の抹消

（第

２５条、第２６条）

○

５ 省略 ５ 省略

６ 懲戒処分（第

３３条）

○

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

６～９ 省略 ６～９ 省略

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

水 産 課 平成２９年８月８日

（監査の結果）

平成２８年度における予算の執行その他について、監査公表（平成２９年

１０月１３日付け公表第１２号）で報告したもののほか、次の事項が認められ

た。

職員（１名）の通勤手当について、高速道路利用分の算定において交

代制勤務に従事する職員に該当しないにもかかわらず、ＥＴＣ通勤割引

率を乗じていなかったため、１７２，９３７円（平成２７年５月から平成２９年３

月分）が過支給となっていた。

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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選挙管理委員会告示
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正 誤

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９９条第１項の規定による解職

の請求の要件となるべき選挙権を有する者の数は、次のとおりであ

る。

平成３０年１月９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 選挙権を有する者の総数 ９，７７８

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ３，２６０

�正 誤

平成２９年３月７日付け第２８５４号愛媛県告示第２１６号（解除予定保

安林にする旨の通知）中

�愛媛県選挙管理委員会告示第２号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

平成３０年１月９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

財団法人正光会

御荘病院

南宇和郡愛南町御荘平山

８４６

平成２年４月３日

２～５ 省略 ２～５ 省略

ページ 箇 所 誤 正

１１１ ３ 解除の理由 送電変電施設用地とす
るため

一般送配電事業用地と
するため

平成３０年１月９日 発行

愛 媛 県 報平成３０年１月９日 第２９３９号
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